
プレゼンテーション表紙サンプル （スライドサイズ 4：3 25.4 x 19.05cm）

全般的事項、国庫補助金、
叙勲

初等中等教育局 健康教育・食育課
庶務・助成係
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文部科学省所管 一般会計 （初等中等教育局健康教育・食育課）

千円 千円 千円

(組織) 文部科学本省 745,936 756,908 10,972 

(項) 文部科学本省共通費 765 765 0 

文部科学本省一般行政に
必要な経費

文部科学本省事務処理

主催事業実施状況 765 765 0 健康教育に関する調査・指導
調査等の実施 の実施

(項) 初等中等教育振興費 745,171 756,143 10,972 

健やかな体の育成に必要 646,786 660,122 13,336 
な経費

学校保健の推進 489,704 502,947 13,243  学校保健推進事業 502,947 ( 489,704 )

(1) がん教育等外部講師連携支援事業 31,564 ( 31,578 )

(2) 健康教育関係調査費等 15,363 ( 15,362 )

(3) 学校健康診断情報のＰＨＲへの 320,346 ( 372,369 )
活用に関する調査研究事業

(4) 児童生徒の近視実態調査事業 69,878 ( 58,619 )

(5) 脊柱側弯症検診に関する調査研究 11,963 ( 11,776 )
事業

(6) 養護教諭の業務の在り方に関する 9,993 ( 0 )
調査研究事業

(7) 学校保健推進体制支援事業 43,840 ( 0 )

食育の推進 78,462 88,874 10,412  学校給食・食育総合推進事業 88,874 ( 78,462 )

(1) 学校給食地場産物使用促進事業 44,980 ( 46,125 )

(2) 食に関する健康課題対策支援事業 27,099 ( 0 )

(3) 学校給食に関する衛生管理の調査 16,795 ( 23,990 )
・指導等

(4) 前年度限りの経費（学校給食・食育の 0 ( 8,347 )
諸課題に関する調査研究事業
（要望・課題への対応））

日本学校保健会補助 78,620 68,301 △ 10,319 (1) 普及指導事業 23,459 ( 39,491 )

(2) 調査研究事業 17,526 ( 9,525 )

(3) 健康増進事業 27,316 ( 29,604 )

計 68,301 ( 78,620 )

教育機会の確保に必要な 98,385 96,021 △ 2,364
経費

へき地児童生徒援助費等 45,155 45,790 635  保健管理費 45,790 ( 45,155 )
補助

(1) 医師等派遣事業 33,055 ( 32,420 )

(2) 心臓検診事業 12,735 ( 12,735 )

要保護児童生徒援助費 53,230 50,231 △ 2,999  医療費等 50,231 ( 53,230 )
補助

(1) 医療費 49,200 ( 52,113 )

(2) 学校給食費 1,031 ( 1,117 )

事 項
令和５年度

予算額

令 和 ５ 年 度 予 算　 事 項 別 表

前　年　度
予　算　額

比　較　増
△ 減　額

備 考
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  ４文科初第９２６号 

令和４年７月２２日 

教育委員会教育長 殿 

文部科学省初等中等教育局長 

伯 井 美 徳 

令和４年度要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について（通知） 

要保護児童生徒等への就学援助については，平素より格段の御配慮を賜り厚く御礼申し上げます。

標記補助金の事務処理について，「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金

交付要綱」等のほか，下記のとおり留意事項を取りまとめましたので，遺漏のないようお取り扱い願い

ます。

文部科学省においては，「子供の貧困対策に関する大綱」（令和元年11月29日閣議決定）に基づき，

市町村が行う就学援助の適切な運用及びきめ細やかな広報など就学援助の充実を図ることを目的とし，

就学援助の実施状況等について定期的な調査を実施するとともに，『就学援助ポータルサイト』におい

て，要保護及び準要保護児童生徒数，就学援助制度の周知方法，準要保護の認定基準等を公表しており

ます。

各都道府県教育委員会においては，各市町村教育委員会に対し，援助の必要な児童生徒の保護者に対

して漏れなく就学援助が実施されるよう，調査結果を参考に，できるだけ多くの広報手段等を活用する

など，就学援助の趣旨及び申請手続に係る周知の徹底について，御指導願います。 

また，平成29年度より，小学校等についても，就学予定者に対する「新入学児童生徒学用品費等」の

入学前支給分を国庫補助の対象としておりますので，援助を必要とする時期に速やかな支給が行えるよ

う，各市町村教育委員会に対し，入学前支給の実施について，検討を促していただくよう，お願いしま

す。これに加え，令和２年６月の要綱改正において，「オンライン学習通信費」を新たに補助対象費目

として追加しております。令和４年度は一人一台端末本格運用２年目を迎え，全国で端末の持ち帰り等

が進むことも想定されますので，遺漏なきよう併せて周知願います。 

準要保護者に係る就学援助費については，所要の事業費が地方財政計画に計上され地方交付税を算定

する際の基準財政需要額に算入されております。このことに鑑み，各市町村教育委員会において，予算

の確保等，当該事業が適切に実施されるよう併せて御指導願います。 

 なお，平成30年10月から段階的に実施された生活保護基準見直しに伴う対応として，従来より要保護

者として就学援助を受けていた者については，令和４年度においても引き続き国による補助の対象とし

ます。地方自治体で独自に実施されている準要保護者に対する就学援助についても，この政府の対応方

針等の趣旨を御理解いただき，適切に御判断・御対応いただくよう，域内の市町村に対し周知願いま

す。  
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記 

 １  補助金の交付手続について 

(１) 補助金の交付手続については，「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費

補助金交付要綱（昭和62年５月１日文部大臣裁定）」によること。

(２) 都道府県教育委員会は，市町村（特別区及び市町村の組合を含む。以下同じ。）から標記補

助金の交付申請及びこれに添付する書類の提出があった際は，その内容が関係法令，交付要綱及

びその他当該補助金に係る関係通知に照らし適切なものであるかどうかを審査の上，文部科学大

臣に令和４年８月３１日（水）までに送付すること。

(３) 変更交付申請を必要とする場合は，交付申請書に準じた変更交付申請書を別途通知する期日

までに提出すること。

（４） 交付申請を行う前に，市町村合併等があった場合には，当該合併等前の市町村に対する内定

額の合計を，当該合併等後の市町村の内定額とすること。

この場合，市町村は，当該合併後の市町村として交付申請するものとし，都道府県は，(2)に

より交付申請書類を文部科学大臣に提出する際に，別紙様式１を添付すること。 

(５) 特別支援教育就学奨励費補助金に係る交付申請については，別途の通知に基づいて行うこ

と。

 ２  事業計画書について 

   交付申請書に添付する事業計画書は，市町村における従前からの事業の実績を勘案し，事業計画

と実績とがかけ離れることがないよう適切な内容により作成すること（変更交付申請時も同じ。）。 

  なお，同計画書における配分人員及び国庫補助限度額は３に掲げるとおりであること。 

３  内定額等について 

(１) 学用品費等

学用品費，体育実技用具費，新入学児童生徒学用品費等，通学用品費，通学費，修学旅行費，

校外活動費（宿泊を伴うもの，宿泊を伴わないもの），クラブ活動費，生徒会費，ＰＴＡ会費，

卒業アルバム代等及びオンライン学習通信費（以下「学用品費等」という。）にあっては，貴都

道府県教育委員会管下各市町村に対する配分額は，別添１「令和４年度要保護児童生徒援助費補

助金（学用品費等・学校給食費）に係る内定額一覧表」のとおりであること。 

なお，市町村教育委員会に対して行う内定額の通知は，別紙様式２によること。 

(２) 医療費

① 貴都道府県教育委員会管下市町村分の医療費に係る児童生徒数の配分については，別添２

「令和４年度要保護児童生徒援助費補助金（医療費）に係る配分通知書」のとおりであるこ

と。

② 市町村への配分に当たっては，学校保健安全法施行規則（昭和33年文部省令第18号）第26条

の規定により算定した数（以下「基準児童生徒数」という。）を基準とし，要保護児童生徒援

助事業が円滑，適正に執行できるよう事業計画の内容等を勘案し，基準児童生徒数等に過不足

を生ずるおそれのある市町村に対しては，各都道府県に配分された被患者延べ数の範囲内で，

当該市町村の基準児童生徒数から不用数を減じ，又は必要数を加える等必要な調整を行い児童

生徒数を配分することができること。

また，市町村教育委員会に対して行う内定額及び配分通知は，同規則第７号様式によるこ

と，文部科学大臣に対して行う配分通知は，同規則第６号様式によること。 

③ 申請に当たっては，上記①により配分された児童生徒数に６（２）の「医療費の平均額」を

乗じた額の範囲内で申請を行うこととし，過不足が生じる場合は状況報告書提出後に調整を行

うこととしていること。
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(３) 学校給食費

貴都道府県教育委員会管下各市町村に対する配分額は，別添１「令和４年度要保護児童生徒援

助費補助金（学用品費等・学校給食費）に係る内定額一覧表」のとおりであること。 

なお，市町村教育委員会に対して行う内定額の通知は，別紙様式２によること。 

  ４  就学援助の適切な実施について 

(１) 経済的理由により就学困難な児童及び生徒に対する市町村の就学援助は，教育の機会均等の精

神に基づき，全ての児童生徒が義務教育を円滑に受けることができるように配慮し実施すべきも

のであることに鑑み，市町村の教育委員会は，この制度の趣旨の徹底を図るとともに，保護者に

対しては，広報等を通じ，この制度の趣旨及び申請手続について，周知徹底を図ること。

また，校長のほか，スクールソーシャルワーカーの活用や，必要に応じて福祉事務所の長や民

生委員，自立相談支援機関の相談支援員等との連携により，援助の実施漏れがないようにするこ

と。 

(２) 就学援助の対象となる者の認定に当たっては，その者の経済的状況を適切に把握して行うこ

と。認定手続きを全て学校に任せてしまうことや，保護者の申請の有無のみによって認定するこ

とのないようにすること。

(３) 申請書を受け付ける際は，記入漏れなど申請書に不備のないよう注意するとともに，認定に

係る関係書類は常に整備しておくこと。

(４) 就学援助を必要とする者が多い地域における就学援助については，認定及び支給が公正かつ

遺漏なく行われるよう特に留意すること。

(５) 転入学又は被災，家計急変など，年度の中途において認定を必要とする者については，速や

かに認定し必要な援助を行うよう配慮すること。

(６) 公立小中学校に在籍する外国人の児童生徒に係る就学援助については，日本人子女の場合に

準じて同様の取扱いをすること。

  なお，各種学校の在籍者は就学援助の対象とならない。 

(７) 転入学者の場合は，転入前の市町村と連絡を密にし，重複受給とならないようにすること。

(８) 我が国に在留する外国人及び我が国の義務教育対象年齢の外国人子女が近年増加傾向にある

ことに鑑み，就学援助制度の周知については，新入学相当年齢の外国人子女及び学齢相当の外国

人子女の保護者が入学を決定する前の適時に行うことにも配慮すること。

また，就学援助制度を説明する資料の作成に当たっては，外国人の居住状況等をも踏まえつ

つ，国際的に公用語として取り扱われている英語や外国人登録の多い国籍（出身地）の者が日常

生活で使用する言語を用いることにも配慮すること。 

(９) 外国からの転入学者についても，就学援助制度の周知は，児童生徒及び保護者が入学を決定

する前の適時に行うなど，援助の実施漏れがないようにすること。

(10) 学用品費等については，国立学校及び私立学校も含め，居住している市町村の区域外の小学

校，中学校，義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に在籍する者についても，居住している

市町村において就学援助の対象とすること。

(11) 住所を有することの確認に当たっては，一定の信頼が得られると判断できる書類により居住

地等の確認を行うなど，柔軟な対応を行うこと。

 ５  その他の留意事項 

(１) 市町村がそれぞれの費目を給与する場合には，次に掲げる点に留意すること。

①一般的事項

ア 要保護者に対する援助は，それぞれ関係法令の定めるところにより，適切に支給するこ

と。

なお，修学旅行費・医療費以外の費目（学用品費，体育実技用具費，新入学児童生徒学用

品費，通学用品費，校外活動費，クラブ活動費，生徒会費，ＰＴＡ会費，学校給食費，卒業
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アルバム代等，オンライン学習通信費）については生活保護における教育扶助等において措

置されているものであるから，教育扶助等と重複して給与することのないよう留意するとと

もに，現に生活保護を受けていない要保護者については，保護の実施機関に連絡して極力生

活保護を受けるよう勧奨すること。 

        イ  要保護者への支給は年度の当初から開始し，各費目について児童生徒が援助を必要とする

時期に速やかに支給することができるよう十分配慮すること。 

        ウ  学用品費等の支給方法については，適切な方法により，金銭又は現物で，直接要保護者に

対して行い，又は受領の委任を行う場合には，教育委員会が特別の事情があると認める場合

を除き，校長に対して行うこととすること。 

            また，学用品費等の受領について校長が要保護者から委任を受けている場合は，校長は金

銭等の保管，学用品等の購入，引渡しに当たって，善良なる管理者の注意をもって事務処理

に当たること。また，校長が要保護者等から委任を受けた場合は，委任状を整備しておくこ

と。 

      なお，学校給食費の援助を金銭により行う場合には，可能な限り校長が要保護者から委任

を受け，その代理人として学校給食費を一括受理し，保管し，処理することとし，この場合

には，必ず委任状を整備しておくこと。なお，援助を金銭により行わない場合は，この限り

ではないこと。 

エ  それぞれの費目の支給事務の取扱いについては，児童生徒の心情に配慮し，例えば申請書

を直接保護者に郵送するなど，細心の注意を払って行うこと。     

オ 教育委員会及び校長は，ランドセルや通学用服等の学用品等の購入等に関して，保護者等

の経済的負担が過重なものとならないよう留意すること。 

        カ  教育委員会及び教育委員会の補助機関としての校長は，支給に係る必要な証拠書類をその

都度整備しておくこと。 

        キ  教育委員会は，受領について校長が要保護者から委任を受けている場合は，その学校に対

し，定時及び随時に，適切な方法により，経理事務の監査を行うこと。 

        ク  災害その他不可抗力により学用品等を消失し当該学用品費等を再度給与することが必要な

場合の経費は，補助の対象となるが，災害救助法の適用を受ける等の自然災害等によって本

事業の対象となる者に対する支給については，支給人員，支給費目，補助金申請額等につい

て通常分とは別に整理しておくこと。（なお，交付申請，交付決定については通常分と災害

分をまとめて行うこと。） 

        ケ  年度中途認定者に対する支給は，学用品費にあっては，その状況に応じ支給単価の全部又

は一部を，通学費にあっては，認定日に係る月以降分を支給すること。 

        コ  生活保護法に基づく教育扶助受給者に対して本補助金と同一の費目を重複して支給してい

る場合は，その支給額は，本補助金の対象とはならないこと。 

            ただし，市町村が学期の始期等に当該学期分に相当する額を一括して支給した後に，一括

支給に係る期間内において教育扶助が行われることとなった場合の当該一括支給に係る額

は，補助の対象となること。この場合の教育扶助費は，既に支給済みの学用品費等との差額

を支給することとなること（このことについては，厚生労働省社会・援護局と協議済みであ

る。）。なお，教育委員会及び教育委員会の補助機関としての校長は，常に福祉事務所と連

絡を取り重複支給の生じないよう留意すること。 

   

      ②個別事項 

       ア  学用品費 

            補助の対象となる学用品は，児童又は生徒の所持に係る物品で，各教科及び特別活動の学

習に必要とされる学用品（実験，実習材料を含む。）であること。 

            ただし，使用度数の特に少ないもの及びぜいたく品と認められるものは，学用品費の効率

的な使用という点から望ましくないこと。 

       イ  通学用品費 

            補助の対象となる通学用品は，児童又は生徒が通常必要とする通学用品（通学用靴，雨
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靴，雨がさ，上ばき，帽子等）であること。 

    なお，小中学校の第１学年の児童生徒に対しては，新入学児童生徒学用品費等で措置する

こと。 

ウ 校外活動費（宿泊を伴わないもの。以下同じ。）

ａ  補助の対象となる校外活動費については，交付要綱にその補助の範囲が定められている

ので留意すること。 

   なお，学校内で行われる運動会，学芸会等の学校行事に必要な経費及び学校外の活動で

あっても学校行事に含まれないものは，校外活動費の補助対象とはならないこと。 

 ただし，学校行事として行う芸術鑑賞は，学校内で行われる場合も対象となるので留意す

ること。 

  ｂ  市町村教育委員会は，補助対象となった校外活動費について学校ごとに行き先，日時，

参加者数，経費及びその内訳を明らかにしておくこと。 

エ 校外活動費（宿泊を伴うもの。以下同じ。）

ａ  補助の対象となる校外活動費については，交付要綱にその補助の範囲が定められている

ので留意すること。 

  なお，補助の対象となる校外活動費は学校行事として実施されるものであり，学年を通

じて１回を限度とすること。 

ｂ  市町村教育委員会は，補助対象となった校外活動費について学校ごとに行き先，日時，

参加者数，経費及びその内訳を明らかにしておくこと。 

オ 体育実技用具費

  ａ 補助の対象となる体育実技用具費については，交付要綱にその範囲が定められているの

で留意すること。 

ｂ 体育実技用具のレンタルに係る費用のうち，児童又は生徒全員が一律に負担すべきこと

となる経費は補助の対象となること。 

  ｃ  なお，補助対象品目の一部のみ（剣道の剣道衣又は防具袋のみ，スキーの金具又はスト

ックのみ等）を支給する場合は，体育実技用具費の補助対象とはならず，一般の学用品費

の補助対象となること。 

カ 新入学児童生徒学用品費等

ａ  補助の対象となる新入学児童生徒学用品費等は，新入学児童又は生徒が通常必要とする

学用品・通学用品（ランドセル，カバン，通学用服，通学用靴，雨靴，雨がさ，上ばき，

帽子等）であること。 

ｂ 新入学児童生徒学用品費等については，児童生徒が入学時期の前後に自治体に転入又は

転出をした場合，支給漏れがないよう留意いただくとともに，転出元の自治体で支給済み

であれば，転入先の自治体では支給しないこととする旨の規定を設けたり，支給後に転出

した者については，転入先の自治体に支給済みの旨を連絡するなど，二重支給とならない

よう努めること。 

ｃ 新入学児童生徒学用品費等の入学前支給を実施していない自治体については，実施に向

けた検討を行うこと。 

ｄ  新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の実施に当たっては，認定時の年齢によって取

扱いに差が生じないよう配慮を行うこと。 

キ 修学旅行費

ａ  補助の対象となる修学旅行費は，交通費，宿泊費，見学料並びに修学旅行に参加した児

童生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代，

医薬品代，旅行傷害保険料，添乗員経費，荷物輸送料，しおり代，通信費，旅行取扱料金

であること。 

ｂ 交通費には，空港使用料，燃油サーチャージ料，航空保険特別料金等に係る経費が含ま

れること。 

   ｃ  宿泊費には，次に掲げるものが含まれること。 

・ 宿泊に当たり旅館等から一定の割合で請求される奉仕料
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        ・  宿泊に当たり旅館等から提供される食事に要する経費（補食，おやつ代を除く。） 

        ・  船中宿泊に当たり児童生徒全員が利用することとなる毛布等の寝具の借料 

      ｄ  見学料には，ガイド料，修学旅行の見学に当たり必要なパンフレット等に係る経費が含

まれること。 

      ｅ  次に掲げる経費は，修学旅行費の補助対象とはならないこと。 

・  ３級以上のへき地学校の児童生徒に係る修学旅行費については，「へき地児童生徒援

助費等補助金（高度へき地修学旅行費）」の補助対象となり，本補助金の対象から除か

れること。 

・  学校行事として実施されたものではない旅行等（夏期休業日等に実施された臨海・林

間学校）に要する経費。 

 ・  自由行動中に係る経費及びグループ行動（班別行動）中の経費（児童生徒に共通に係

る経費を除く。）並びに旅行に最低限必要とされるもの以外の経費。 

ｆ  市町村教育委員会は，補助対象となった修学旅行費について，学校ごとに行き先，日

時，参加者数，経費及びその内訳を明らかにしておくこと。 

         ク  通  学  費 

      ａ  補助の対象となる通学費については，交付要綱にその補助の範囲が定められているので

留意すること。 

          なお，雨期又は積雪期等で通常の徒歩等による通学が困難なため一定の季節又は月を単

位として，常態として，交通機関を利用する場合の交通費の補助については，豪雪地帯に

係る取扱いと同様とすること。 

   ｂ その地域のほとんど全ての児童生徒が，通学に当たって自転車を利用している場合，通

学用自転車の購入費を通学費に含めて差し支えないこと。 

ただし，他に公共交通機関等がある場合には，最も経済的な経路及び方法により通学す

ることを原則とすること。 

      ｃ  「へき地児童生徒援助費等補助金（遠距離通学費）」に係る補助事業との重複がないよ

うに留意すること。 

   ｄ 交付要綱別記１の１（２）通学費ただし書中，「小学校又は中学校に就学する学校教育

法施行令第22条の３に規定する程度の障害に該当する児童又は生徒に係る通学費」につい

ては，次の方法で算定すること。 

・ 対象となる経費の範囲は，児童生徒が，原則として最も経済的な通常の経路及び方法

により通学する場合の交通費（その者が通学に利用する交通機関（旅客運賃を徴して交

通の用に供する軌道，索道，一般乗合自動車，船舶等）の旅客運賃及び都道府県，市町

村又は校長がその者の通学の用に供するため公営又は民営のバス・タクシー会社等との

間に締結する運行委託料が最も経済的な場合はその額とする。）の額とする。 

また，通学費の算定に当たっては，通学の経路・方法等について，児童生徒の心身の

発達段階，障害の状態・特性等，通学の安全性等の実情を考慮して行うものとする。 

・ 次に掲げるものはこれを通学費に含めても差し支えない。 

（ア）児童等の障害の状態・特性等を考慮して校長が適当であると認めた場合の自家

用車の運行に要するガソリン代。ただし，保護者等が自家用車等で通勤途中等に，

児童等を学校へ送迎する場合を除く。 

  なお，これについては，１日当たりの自宅と学校との１往復に要する経費とす

ること。この場合のガソリン代の算定に当たり，市町村教育委員会は，車の型式，

ガソリン単価等を考慮した妥当な規定を作成し，当該規定に基づき行うこと。 

（イ）スクールバスの運行中止により，通学のため交通費を必要とする場合の交通費。 

（ウ）常態として，自転車等を利用して通学する場合の自転車等のパンク修理代，預

り料等。 

・ 通学費の算定は，実態に即して行うものとするが，保護者等に対してその経済的効

果を図るため長期の定期乗車券の購入，身体障害者運賃割引等の利用について十分指

導するものとする。 
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ただし，学期末等において授業日数等の関係上，回数乗車券等を利用することがよ

り経済的である場合はこれによるものとする。 

・ 定期乗車券を紛失した場合は，事実を確認した上，紛失後に係る経費を補助対象と

して差し支えない。 

        ケ  学校給食費  

 学校給食費の補助は特別の場合を除き，年間継続して行うこと。 

コ 医療費 

「医療費の平均額」については，各市町村に補助金申請の枠を示すためのものであるた

め，実際の援助に当たっては，治療に要した費用の実績に応じ，「医療費の平均額」を超え

て援助することは差し支えないこと。 

    サ クラブ活動費 

      クラブ活動（課外の部活動を含む。以下同じ。）の実施に必要な用具等で，当該活動を行

う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて，当該用具又はその購

入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費とする。  

シ 生徒会費 

      生徒会費（児童会費，学級費，クラス会費を含む。以下同じ。）として一律に負担すべき

こととなる経費とする。 

    ス ＰＴＡ会費 

      学校・学級・地域等を単位とするＰＴＡ活動に要する費用として一律に負担すべきことと

なる経費とする。 

    セ 卒業アルバム代等 

      児童生徒の卒業時に係る費用のうち，卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入に

要する費用として一律に負担すべきこととなる経費とする。（USBメモリやDVD等の記憶媒体

を含む。） 

    ソ オンライン学習通信費 

  ＩＣＴを通じた教育が，学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は

正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習

に必要な通信費とする。（モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を

含む。） 

   

    (２)  当該補助金の市町村負担分に係る財源については，所要の事業費が地方財政計画に計上さ

れ，地方交付税を算定する際の基準財政需要額に算入されているので，就学援助を必要とする者

に対する支給は遺漏なく行われるようにするとともに，児童生徒１人当たりの支給額は，交付要

綱等における補助額に見合うように配慮すること。 
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６  補助限度額算定の基礎となる児童生徒１人当たりの額    

(１) 学用品費等

交付要綱別記１の１に定める児童又は生徒１人当たりの単価は，次のとおりであること。 

（国庫補助限度単価）    

区   分 小 学 校 中 学 校 

円 円

学用品購入費等 65,870 102,300 

学用品費 

通学用品費 

校外活動費 

体育実技用具費 

新入学児童生徒学用品費等 

クラブ活動費

生徒会費

ＰＴＡ会費

卒業アルバム代等

オンライン学習通信費

なお，修学旅行費については，市町村が支給した修学旅行費の児童又は生徒の１人当たり

の平均給与額の２分の１の額が，また，通学費については，市町村が支給した通学費の２分

の１の額が国庫補助限度単価であること。 

ただし，上記の単価により算出した全ての費目の合計額が，国の予算（補助金内定額）を

超える場合は，予算（補助金内定額）の範囲内において必要な調整を行い補助金の額を決定

するものとすること。 

(２) 医  療  費

  交付要綱別記１の２に定める児童及び生徒１人１疾病当たりの医療費の平均額は次のとお

りであること。  

（単位：円)

区分 医療費の平均額

小学校及び中学校 12,000

特別支援学校 12,000

(３) 学校給食費

  交付要綱別記１の３に定める児童又は生徒１人当たりの補助標準額は次のとおりであること。 

（単位：円)

区分 完全給食 補食給食 ミルク給食

小学校 53,000 41,000 8,000

中学校 62,000 46,000 8,000
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